
日本司法支援センター（以下「法テラス」という。）は、平成27年２⽉７日（⼟）法テラスシンポジウム を
開催します。多くの市⺠の⽅に参加いただけるよう、報道等のご協⼒をお願いします。

法テラスでは、現在、法律専門職者が福祉関係者等と連携・協働して、⾼齢者・障がい者など、自分で司法サービスにた
どり着けない⽅が抱える問題を総合的に解決することを目指す「司法ソーシャルワーク」を推進する体制の整備に取り組んで
います。しかしながら、その取組みは、緒に就いたばかりです。

そこで、法テラスは、「司法ソーシャルワーク」の有用性・必要性を周知し、この取組みをさらに普及・発展させるため、福祉関
係者、弁護⼠・司法書⼠等を集めて情報共有をするとともに、⼀般市⺠の⽅々に対しても周知・啓発を図ることを目的として、
法テラスシンポジウムを開催することとなりました。

平成26年度 法テラスシンポジウム 開催決定
〜福祉と司法が連携する社会〜
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報道機関各位
日本司法支援センター

●日時 平成27年２⽉７日（⼟）

●場所 東京コンベンションホール 大ホール
東京都中央区京橋3-1-1

●参加 無料 250名

主催 日本司法支援センター（法テラス）
後援 法務省、最⾼裁判所、厚⽣労働省、消費者庁、東京都ほか

申込方法申込方法申込方法申込方法

内容内容内容内容

13：30〜16：45（予定）
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簡単解説「法テラス」

「借⾦」「離婚」「相続」･･･様々な法的トラブルを抱えてしまったとき、「だれに相談す
ればいいの？」、「どんな解決⽅法があるの？」と、わからないことも多いはず。こうした問
題解決への「道案内」をするのが私たち「法テラス」の役目です。

全国の相談窓⼝が⼀つになっていないために情報にたどりつけない、経済的な理由で
弁護⼠など法律の専門家に相談ができない、近くに専門家がいない、といった様々な
問題があり、これまでの司法は使い勝手がよいとは言えないものでした。

そうした背景の中、刑事・⺠事を問わず、国⺠のみなさまがどこでも法的なトラブル
の解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総
合法律支援法に基づき、平成18年4⽉10日に設⽴された公的な法⼈、それが、日
本司法支援センター（通称：法テラス）です。

お問い合わせの内容に合わせて、解決に役⽴つ法制度や地⽅公共団体、弁護⼠
会、司法書⼠会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を法テラス・サポートダイヤ
ル（コールセンター）や全国の法テラス地⽅事務所にて、無料でご案内しています
（情報提供業務）。

また、経済的に余裕のない⽅が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や必要に
応じて弁護⼠・司法書⼠費⽤などの⽴替えを⾏っています（⺠事法律扶助業務）。

このほか、犯罪の被害にあわれた方などへの支援等、総合法律支援法に定められ
た5つの業務を中⼼に、公益性の⾼いサービスを⾏っています（ほかに司法過疎対策
業務、国選弁護等関連業務があります。）。

法テラス（日本司法支援センター）は、
国によって設⽴された

法的トラブル解決のための「総合案内所」です。


